
開催情報
2023年6月29日（木曜日）午前10時
東京都目黒区三田一丁目4番1号

（恵比寿ガーデンプレイス内）
ウェスティンホテル東京
地下2階 スタールーム
※ 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。

日 時

場 所

第１号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役5名選任の件
第3号議案 監査役4名選任の件
第4号議案 当社等の取締役等に対する業績連動型
 株式報酬等の額及び内容決定の件 

第58回

定時株主総会
招 集 ご 通 知

証券コード 6417

■  新型コロナウイルス感染症の感染状況等をご勘
案のうえ、ご来場についてご検討ください。ご
来場いただけない場合は、書面又はインターネ
ット等による事前の議決権行使を是非ご活用く
ださい。

■ お土産の配布はございません。
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第58回定時株主総会招集ご通知

株 主 各 位 証券コード�6417
2023年６月９日

（電子提供措置の開始日　2023年６月５日）

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第58回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第58回定時株主総会
招集ご通知」及び「第５８回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を
掲載しております。
　　当社ウェブサイト　https://www.sankyo-fever.co.jp/corporate/ir/meeting.html
　また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
　　東証ウェブサイト　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
　上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を
順に選択のうえ、ご覧ください。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況等をご勘案のうえ、ご来場についてご検討ください。ご来場いただけない
場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討
のうえ、2023年６月28日（水曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬具

❶ 日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時

記

❷ 場 所 東京都目黒区三田一丁目4番1号（恵比寿ガーデンプレイス内）
ウェスティンホテル東京�地下2階�スタールーム
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください｡ )
報告事項❸ 目的事項 ❶ 第58期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

　�事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件

❷ 第58期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
　�計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役５名選任の件
第３号議案　監査役４名選任の件
第４号議案　�当社等の取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び�

内容決定の件

東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号

代表取締役社長　石原 明彦
(登記社名　株式会社三共)

以�上�

招集ご通知

090_0229201102306.indd   1090_0229201102306.indd   1 2023/05/26   13:59:332023/05/26   13:59:33

1

010_0229201102306.indd   1010_0229201102306.indd   1 2023/05/26   14:36:422023/05/26   14:36:42



議決権行使についてのご案内

●�代理人により議決権を行使される場合は、本株主総会において議決権を有する他の株主さま１名に限りご出席いただけ
ます。その際は、代理権を証する委任状を議決権行使書用紙と合わせてご提出ください。

●�電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにその旨、修正前及び修正後の事項を掲載させ
ていただきます。

次ページの「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照ください。

株主総会にご出席される場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

開催日時 2023年6月29日（木曜日）午前10時

郵送で議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。議決権行
使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせてい
ただきます。

行使期限 2023年6月28日（水曜日）午後6時到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスし、同封の議決権行使
書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたが
って賛否をご入力ください。

行使期限 2023年6月28日（水曜日）午後6時まで

招集ご通知
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議決権行使ウェブサイトアドレス

https://www.web54.net

インターネット等による議決権行使のご案内

招集ご通知

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の
議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ
可能です。

行使期限
2023年6月28日（水曜日）
午後６時まで

●��インターネットにより議決権を行使される場合は、議決権行
使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードが必要と
なります。今回ご案内するパスワードは、本株主総会に関し
てのみ有効です。

●��インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合
は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。

●��インターネット等と議決権行使書面の両方で議決権行使をさ
れた場合は、インターネット等の行使を有効な議決権行使と
してお取り扱いいたします。

●��議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用�
（インターネット接続料金、電話料金、パケット通信料等）は、�
株主さまのご負担となりますのでご了承ください。

以降は画面の入力案内に従って
賛否をご入力ください。

１.議決権行使ウェブサイトにアクセスする

「次へすすむ」をクリック

2.ログインする

お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決
権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

3.パスワードを入力

お手元の議決権行使書用紙に記載された「パ
スワード」を入力し、「次へ」をクリック

アクセス手順について

機関投資家の皆さまへ
株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム
のご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフ
ォームにより議決権をご行使いただけます。
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インターネット等による議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使に関するパソコン・スマートフォン等の操作方法に関する
お問い合わせ
三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル

ふ0120（652）031（9：00～21：00）

インターネットによる議決権行使についてのお問い合わせ

「スマート行使」による方法
「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただく
ことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。
※下記方法での議決権行使は１回に限ります。

3 各議案の賛否を選択

画面の案内に従って行使完了です。
※一度議決権を行使した後で行使内容を
変更される場合には、再度QRコード
を読み取り、議決権行使書用紙に記載
の「議決権行使コード」および「パス
ワード」をご入力ください。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの� �
登録商標です。

画面の案内に従って
各議案の賛否を選択

2 議決権行使方法を選ぶ
議決権行使ウェブサイト画面が開く
ので、議決権行使方法を選ぶ

１QRコードを読み取る

スマートフォンのカメラを起動して、同封の議決権行使書
用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサ
イトログインQRコード」を読み取る

見本

見本

招集ご通知
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　当社では、株主の皆さまへの利益の還元を経営上の最重要課題のひとつとして位置付けており、配当金につきましては、
業績、財政状態、配当性向などを総合的に勘案した上で、安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針としております。
　今後の利益配分及び内部留保の活用方法につきましては、安定配当を基本としつつ、成長のための事業投資、自己株
式取得による機動的な株主還元などに適正な配分となるよう有効活用してまいります。
　第58期の期末配当につきましては、上記配当方針に基づき、１株につき90円とさせていただきたく存じます。これにより、
中間配当金60円を加えた年間配当金は、１株につき150円となります。

期末配当に関する事項
❶ 配当財産の種類
　�金銭といたします。
❷ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金90円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、5,225,709,420円となります。
これにより中間配当金を含めました当期の年間配当金は、１株につき金150円となります。

❸ 剰余金の配当が効力を生じる日
　�2023年６月30日といたしたいと存じます。

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件

議案及び参考事項

株主総会参考書類
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第２号議案 取締役５名選任の件

　現取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。つきましては、取締役５名の選任をお願いす
るものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号 氏　　　　　名 性別 現在の当社における地位・担当 取締役会出席状況

❶ 再任候補者 毒
ぶ す

島
じ ま

秀
ひ で

行
ゆ き

男性 取締役会長 100％
（15回中15回）

❷ 再任候補者 石
い し

原
は ら

明
あ き

彦
ひ こ

男性 代表取締役社長CEO 100％
（15回中15回）

❸ 再任候補者 富
と み

山
や ま

一
い ち

郎
ろ う

男性 代表取締役副社長執行役員COO
営業本部・商品本部管掌

100％
（15回中15回）

❹
再任候補者

社外取締役候補者
独立役員候補者

木
き

谷
た に

太
た

郎
ろ う

男性 社外取締役 93％
（15回中14回）

❺
再任候補者

社外取締役候補者
独立役員候補者

山
や ま

﨑
さ き

博
ひ ろ

行
ゆ き

男性 社外取締役 100％
（15回中15回）

（注）�当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保
険者が負担することになる損害賠償金および争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしており
ます。なお、候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、任期途中
に当該保険契約を更新する予定であります。

株主総会参考書類
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●�略歴、地位及び担当
1985年6月� 当社常務取締役
1988年1月� 当社専務取締役
1992年2月� 当社代表取締役専務
1992年6月� 当社代表取締役副社長
1996年6月� 当社代表取締役社長
2008年4月� 当社代表取締役会長CEO
2022年4月� 当社取締役会長（現任）毒

ぶ す

島
じ ま

 秀
ひ で

行
ゆ き

所有する当社株式の数� 3,876,400株
生年月日� 1952年９月30日生

再任候補者

候補者番号

❶

●�取締役候補者とした理由
　毒島秀行氏は、1996年に代表取締役社長に就任以来、遊技機関連事業に経営資源を集中することで当社の発展に寄
与してまいりました。業界に先駆けた革新的な機種の開発・製造・販売を主導するとともに、SANKYOを企業グループと
して拡大する戦略を打ち立て、現在の３ブランド体制の基礎を確立しております。2008年以降は代表取締役会長ＣＥＯとし
て、厳しい業界環境にありながら、業界のリーダー企業としてのポジション維持と安定した財務・経営基盤の確立に向けて
リーダーシップを発揮し、株主価値向上に努めてまいりました。2022年４月からは、取締役会長に就任し、経営に関する
豊富な経験と知見に基づき経営を監督しております。
　当社は、同氏が引き続き取締役としての職務を遂行することが、当社グループの持続的な企業価値向上に資するものと
期待し、取締役候補者といたしました。

（注）�毒島秀行氏が代表取締役を務める株式会社マーフコーポレーションと当社の間には、不動産賃貸借の取引関係
があります。また、毒島秀行氏が代表取締役を務める株式会社吉井カントリークラブと当社の間には、株主優
待券使用提携の取引関係があります。

株主総会参考書類
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再任候補者

●�取締役候補者とした理由
　石原明彦氏は、当社入社以来、営業企画・管理・経営企画部門に携わるなど、豊富な業務経験を有し、2015年から５
年間、当社連結子会社で製造部門の一翼を担う株式会社三共エクセルの代表取締役を務めるなど、当社グループの経営
に幅広い方面から関与し、企業価値の向上に尽力してまいりました。2021年６月からは代表取締役社長COO、2022年４
月には代表取締役社長ＣＥＯに就任し、市場シェア向上に向けた事業戦略や組織変革を推進するなど経営をリードしており
ます。
　当社は、同氏が引き続き取締役としての職務を遂行することが、当社グループの持続的な企業価値向上に資するものと
期待し、取締役候補者といたしました。

（注）石原明彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

石
い し

原
は ら

明
あ き

彦
ひ こ

所有する当社株式の数� 17,700株
生年月日� 1962年9月9日生

候補者番号

❷
●�略歴、地位及び担当
2008年4月� 当社執行役員営業本部営業企画部長
2010年4月� 当社常務執行役員管理本部長兼総務部長
2011年4月� 当社専務執行役員管理本部長兼総務部長
2012年6月� 当社取締役専務執行役員管理本部長兼総務部長
2015年4月� 株式会社三共エクセル代表取締役社長
2020年4月� 当社副社長執行役員経営企画部長
2020年6月� 当社取締役副社長執行役員経営企画部長
� （製造本部・管理本部管掌）
2021年4月� 当社代表取締役副社長執行役員経営企画部長
� （製造本部・管理本部管掌）
2021年6月� 当社代表取締役社長COO
2022年4月� 当社代表取締役社長CEO（現任）

株主総会参考書類

090_0229201102306.indd   8090_0229201102306.indd   8 2023/05/26   13:59:342023/05/26   13:59:34

8

010_0229201102306.indd   8010_0229201102306.indd   8 2023/05/26   14:36:432023/05/26   14:36:43



再任候補者

富
と み

山
や ま

 一
い ち

郎
ろ う

所有する当社株式の数� 14,300株
生年月日� 1958年3月１3日生

候補者番号

❸

●�取締役候補者とした理由
　富山一郎氏は、長年にわたり営業現場の第一線を担ってきた豊富な経験と実績を有しております。取締役専務執行役員
に就任後は、リーダー企業としてのポジションを確立するため、マーケティングの強化と当社グループのブランド価値向上
を推進し、継続的な市場シェア向上を果たしてまいりました。2018年４月からは取締役副社長執行役員、2022年４月には
代表取締役副社長執行役員ＣＯＯに就任し、営業、商品企画・研究開発部門等を管掌し、販売戦略や商品力の強化を推
進しております。
　当社は、同氏が引き続き取締役としての職務を遂行することが、当社グループの持続的な企業価値向上に資するものと
期待し、取締役候補者といたしました。

（注）富山一郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

●�略歴、地位及び担当
2008年4月� 当社執行役員営業本部副本部長
� 兼近畿・四国ブロック長兼大阪支店長
2009年4月� 当社執行役員営業本部副本部長
� 兼近畿ブロック長兼大阪支店長
2010年4月� 当社執行役員営業本部副本部長
2011年4月� 当社執行役員営業本部近畿ブロック長
� 兼大阪支店長
2012年4月� 当社常務執行役員営業本部長
� 兼販売戦略部長兼本店営業部統括部長
2014年4月� 当社常務執行役員営業本部長兼販売戦略部長
2014年6月� 当社取締役常務執行役員営業本部長
� 兼販売戦略部長
2015年4月� 当社取締役専務執行役員営業本部長
� 兼販売戦略部長
2016年2月� 当社取締役専務執行役員営業本部長
� 兼パーラー事業部長兼販売戦略部長
2016年4月� 当社取締役専務執行役員営業本部長
� 兼パーラー事業部長
2018年4月� 当社取締役副社長執行役員営業本部長
� 兼商品本部長
2022年4月� 当社代表取締役副社長執行役員COO
� 営業本部・商品本部管掌（現任）
●�重要な兼職の状況
　株式会社ジェイビー　代表取締役社長
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●�略歴、地位及び担当
2004年10月� �弁護士登録、光和総合法律事務所入所（現任）
2015年��6月� 当社取締役（現任）

木
き

谷
た に

 太
た

郎
ろ う

所有する当社株式の数� ｰー �ー�株
生年月日� 1976年5月4日生

独立役員候補者
社外取締役候補者
再任候補者候補者番号

❹

●�社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
　木谷太郎氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しております。同氏は、取締役会
において第三者の視点で経済性と社会性の両立を意識した客観的かつ公正な発言を行っており、当社の経営を適切に監視
し、当社のコーポレート・ガバナンス強化に貢献していただいております。
　当社では、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から社外取締役として当社経営の重要
事項の決定及び業務執行の監督を適切に遂行いただけると考え、また東京証券取引所が定めている独立役員の基準を満
たしており一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き
続き上記の役割を果たすことを期待しております。

（注）1.�木谷太郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　 2.�当社は木谷太郎氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、当該契約に基づ

く損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。また、同氏の再任が承認された場合、同氏と
の間の当該責任限定契約を継続する予定であります。

　　 3.�木谷太郎氏は、社外取締役の候補者であります。また、同氏は東京証券取引所有価証券上場規程に定める独
立役員であり、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

　　 4.�木谷太郎氏は、これまで当社の顧問弁護士であったことはありません。
　　 5.�木谷太郎氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって8年間であります。
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山
や ま

﨑
さ き

 博
ひ ろ

行
ゆ き

所有する当社株式の数� ｰー �ー�株
生年月日� 1954年9月5日生

独立役員候補者
社外取締役候補者
再任候補者候補者番号

❺

●�社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
　山﨑博行氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識が豊富であるとともに、
長年、監査法人における企業等に対する会計監査の経験を有しております。また上場企業の経営者としての経験など、そ
れら知見に基づく独立した客観的な立場から経営全般に対する助言や提言を行っており、当社取締役会の意思決定機能
や監督機能の実効性強化に貢献していただいております。
　当社では、上記の理由から社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を適切に遂行いただける
と考え、また東京証券取引所が定めている独立役員の基準を満たしており一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判
断したため、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しております。

（注）1.�山﨑博行氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　 2.�当社は山﨑博行氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、当該契約に基づ

く損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。また、同氏の再任が承認された場合、同氏と
の間の当該責任限定契約を継続する予定であります。

　　 3.�山﨑博行氏は、社外取締役の候補者であります。また、同氏は東京証券取引所有価証券上場規程に定める独
立役員であり、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

　　 4.�山﨑博行氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5年間であります。

●�略歴、地位及び担当
1982年10月� 監査法人中央会計事務所入所
1994年��9月� 中央監査法人社員
2000年��8月� 中央青山監査法人代表社員
2005年10月� 同監査法人理事
2006年��5月� 同監査法人理事長代行
2007年11月� 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）
� シニアパートナー
2008年��8月� 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）
� 常務理事
2013年��7月� 日本ベンチャーキャピタル協会監事
2017年��7月� 公認会計士山﨑博行事務所所長（現任）
2018年��6月� 当社取締役（現任）
2020年12月� 株式会社ランドビジネス取締役副社長
●�重要な兼職の状況
　株式会社ＵＡＣＪ　社外監査役

株主総会参考書類
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第３号議案 監査役４名選任の件

　現監査役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期が満了となりますので、監査役４名の選任をお願いするものであ
ります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号 氏　　　　　名 性別 現在の当社

における地位
取締役会
出席状況

監査役会
出席状況

❶ 新任候補者 五
い が ら し

十 嵐　洋
よ う

　子
こ

女性 顧問 － －

❷ 再任候補者 石
い し

山
や ま

俊
と し

明
あ き

男性 監査役 100％
（15回中15回）

100％
（５回中５回）

❸
再任候補者

社外監査役候補者
独立役員候補者

真
さ な

田
だ

芳
よ し

郎
ろ う

男性 社外監査役 100％
（15回中15回）

100％
（５回中５回）

❹
再任候補者

社外監査役候補者
独立役員候補者

野
の

田
だ

典
ふ み

義
よ し

男性 社外監査役 100％
（15回中15回）

100％
（５回中５回）

（注）�1.�当社は石山俊明、真田芳郎、野田典義の各氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結
しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。本議案をご承認い
ただいた場合、上記の各氏との間で当該責任限定契約を継続するとともに、新たに五十嵐洋子氏との間で、
同内容の契約を締結する予定であります。

　　 2.�当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被
保険者が負担することになる損害賠償金および争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとして
おります。なお、候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、任
期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
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●�略歴及び地位
2010年4月� 当社管理本部経理部長
2012年4月� 当社執行役員管理本部経理部長
2015年4月� 当社常務執行役員管理本部長
2018年4月� 当社常務執行役員管理本部長兼事業企画部管掌
2021年4月� 当社常務執行役員管理本部長兼事業企画部管掌兼総務部長
2021年6月� �当社専務執行役員管理本部長兼製造本部・事業企画部管掌�

兼総務部長
2022年4月� 当社専務執行役員製造本部・管理本部・事業企画部管掌
2023年4月� 当社顧問（現任）

五
い が ら し

十 嵐 洋
よ う

子
こ

所有する当社株式の数� 17,000株
生年月日� 1956年9月3日生

候補者番号

❶

●�監査役候補者とした理由
　五十嵐洋子氏は、当社の管理部門の責任者や執行役員を務めるなど、当社グループの組織・業務に精通し、豊富な見
識を有しております。当社は同氏がこれらの知見を活かし、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監
査役候補者といたしました。

（注）五十嵐洋子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

新任候補者

株主総会参考書類
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●�監査役候補者とした理由
　石山俊明氏は、税理士としての豊富な実務経験と、税務および会計に関する専門的な知見を有しております。当社は、
同氏がこれらの知見を活かし、専門的見地から監査役としての役割を果たしていただけると判断し、監査役候補者といたし
ました。

（注）石山俊明氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

再任候補者

石
い し  や ま

山 俊
と し  あ き

明
所有する当社株式の数� 5,000株
生年月日� 1956年9月17日生

候補者番号

❷
●�略歴及び地位
1994年6月� 当社監査役（現任）
2012年1月� 野田典義税理士事務所入所（現任）
2015年9月� 税理士登録
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独立役員候補者
社外監査役候補者
再任候補者 ●�略歴及び地位

1982年� 4月� 窪田司法書士事務所入所
1992年12月� 司法書士登録、真田司法書士事務所所長（現任）
2003年� 6月� 当社監査役（現任）

真
さ な

田
だ

 芳
よ し  ろ う

郎
所有する当社株式の数� 1,000株
生年月日� 1957年5月8日生

候補者番号

❸

●�社外監査役候補者とした理由
　真田芳郎氏は、司法書士としての長年の経験と、企業法務に関する豊富な知見を有しております。同氏は、社外監査役
となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の経験や知見を活かし、社外監査役として
の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

（注）1.�真田芳郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　 2.�真田芳郎氏は、社外監査役の候補者であります。同氏は東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員

であります。
　　 3.�真田芳郎氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって20年間であります。
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●�略歴及び地位
1983年8月� 野田進税理士・不動産鑑定士事務所入所
1984年3月� 税理士登録
1986年8月� 野田典義税理士事務所所長（現任）
2007年6月� 当社監査役（現任）

野
の  だ

田 典
ふ み  よ し

義
所有する当社株式の数� 1,000株
生年月日� 1959年1月26日生

候補者番号

❹

●�社外監査役候補者とした理由
　野田典義氏は、税理士としての長年の経験と、税務ならびに会計に精通し高度な専門性を有しております。同氏は、社
外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の経験や知見を活かし、社外監査
役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

（注）1.�野田典義氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　 2.�野田典義氏は、社外監査役の候補者であります。同氏は東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員

であります。
　　 3.�野田典義氏は、これまで当社の顧問税理士であったことはありません。
　　 4.�野田典義氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって16年間であります。

独立役員候補者
社外監査役候補者
再任候補者
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（ご参考）取締役及び監査役のスキルマトリックスについて
　当社の取締役会は、展開する遊技機関連事業の法規制・業界環境等の変化に迅速に対応するため、少数精鋭の人員
体制で運営しております。
　取締役候補者において、社内取締役につきましては、経営判断および経営執行能力に加え、会社に対する貢献・功
績、遊技機関連事業の経験・知見を有する者を重要な要件とし、社外取締役につきましては、多様性の確保を図るため、
会計・法律等の高い専門知識を有し、幅広い視野から中立の立場で経営に関する助言や監督等を行うことが期待できる
人物を選定しております。
　第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会および監査役会の構成は、以下のとおりであり
ます。

氏名 役職 企業経営 業界知見
管理・
経営企画・
財務

開発 製造 営業
法務・
コンプラ
イアンス

取
締
役

毒島　秀行 取締役会長 ● ● ● ●

石原　明彦 代表取締役社長
CEO ● ● ● ●

富山　一郎
代表取締役副社長
執行役員COO
営業本部・
商品本部管掌

● ● ● ●

木谷　太郎 社外取締役 ● ●

山﨑　博行 社外取締役 ● ● ●

監
査
役

五十嵐　洋子 常勤監査役 ● ● ● ●

石山　俊明 監査役 ●

真田　芳郎 社外監査役 ●

野田　典義 社外監査役 ●

（注）1.各人の有する専門性と経験等に基づき、当社が特に期待する分野（最大４つ）に●をつけております。
　　 2.上記一覧表は、各人の有する全てのスキル等を表すものではありません。
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第４号議案 当社等の取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

１．提案の理由及び当該報酬等を相当とする理由
　本議案は、当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）、執行役員（国内非居住者を除く。）及び当社子会社
（以下、「子会社」といいます。）の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。以下、併せて「当社等の取締役等」と
いいます。）を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入することにつき、ご承認
をお願いするものであります。なお、本制度の詳細につきましては、下記２.の枠内で、当社取締役会に一存いただきたく存
じます。
　本制度の導入は、当社等の取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、当社等の取締役等が株
価上昇によるメリットを享受するのみならず、価格下落リスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績向上と
企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的としております。かかる目的に照らし、導入は相当であると考えております。
　本議案は、2006年６月29日開催の第41回定時株主総会においてご承認いただきました取締役の報酬等の額（年額
800百万円以内）とは別枠で、当社等の取締役等に対して株式報酬を支給するものであります。
　なお、当社は、2014年６月27日開催の第49回定時株主総会において、ご承認いただきました当社の取締役に対する
株式報酬型ストック・オプションの報酬枠（年額200百万円以内）について、本議案をご承認いただくことを条件として、
当該報酬枠は廃止することとし、今後、新たな新株予約権の割当は行わないことといたします。ただし、既に当社の取締
役に付与した新株予約権のうち未行使のものは、今後も存続いたします。
　本制度の対象となる当社の取締役の員数は、第２号議案「取締役５名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、３名
となります。
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２．本制度における報酬等の額及び内容等
⑴ 本制度の概要
　本制度は、当社等の取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」
といい、本信託の設定のため、株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。）が当社
株式を取得し、当社及び子会社の取締役会で定める株式給付規程（以下、「株式給付規程」といいます。）に基づ
いて、当社等の取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭（以
下、「当社株式等」といいます。）を、本信託を通じて、当社等の取締役等に給付する株式報酬制度です。
　なお、当社等の取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社等の取締役等の退任時とします
（詳細については下記⑻のとおりとします。）。

⑵ 本制度の対象者
　当社等の取締役等とします。

⑶ 本制度の対象期間
　2024年３月末日で終了する事業年度から2026年３月末日で終了する３事業年度（以下、「当初対象期間」と
いいます。）及び当初対象期間の経過後に開始する３事業年度（取締役会で別途、３事業年度を超える期間を決
議した場合には当該期間）ごとの期間（以下、当初対象期間と併せてそれぞれの期間を「対象期間」といいます。）
とします。

⑷ 信託期間
　2023年８月（予定）から本信託が終了するまでとします。（特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り
本信託は継続するものといたします。）
　なお、本制度は、当社株式の上場廃止、株式給付規程の廃止等により終了するものとします。

⑸ 本信託に株式取得資金として拠出する信託金の上限
　本総会で、本制度の導入をご承認いただくことを条件として、当社は、当初対象期間に対応する本制度に基づ
く当社等の取締役等への当社株式等の給付を行うための当社株式の取得資金として、１事業年度あたり800百万
円（うち、当社の取締役分として400百万円）に対象期間に含まれる事業年度の数を乗じた金額（当初対象期間
である３事業年度については2,400百万円（うち、当社の取締役分として1,200百万円）。）を上限とする金員を
拠出いたします（注）。なお、当社は、当初対象期間中、当初の拠出金額を含む拠出金額の合計が上述の金額と
なる範囲内で株式の取得資金を追加して信託することができるものとします。
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　また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、対象期間ごとに、上述の金額を上限とし
て本信託に追加拠出を行うこととします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おう
とする対象期間の直前の対象期間の末日に信託財産内に残存する当社株式（当該対象期間の前までの各対象期間
（当初対象期間を含む）において当社等の取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、当社等の取
締役等に対する給付未了のものを除く。）及び金銭（以下、併せて「残存株式等」といいます。）があるときは、
当該残存株式等の額と追加拠出される信託金の合計額は、上述の金額の範囲内とします。
（注）�当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等

の必要費用の見込額を合せた金額となります。
⑹ 当社等の取締役等に付与する当社株式の算定方法及び上限
　当社は、当社等の取締役等に対し、各対象期間中、株式給付規程に基づき役位及び業績達成度に応じて算出さ
れたポイントを付与します。当初対象期間に付与するポイント数の合計は、１事業年度あたり20万ポイント（う
ち、当社の取締役分として10万ポイント）に対象期間に含まれる事業年度の数を乗じたポイント数（当初対象期
間である３事業年度については60万ポイント（うち、当社の取締役分として30万ポイント）。）を上限とします。
　また、当初対象期間経過後の各対象期間につきましても上述のポイントを上限とします。
　なお、付与されたポイントは、当社等の取締役等に対する当社株式の給付に際し、１ポイント当たり当社株式
１株に換算されます（１ポイント未満の端数は切り捨てることとします。）。ただし、本総会において本制度をご
承認いただいた後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合に
は、当社は、その比率等に応じて、１ポイント当たりの当社株式の換算比率について合理的な調整を行います。

⑺ 本信託による当社株式の取得方法及び取得株数の上限
　本信託による当社株式の取得は、上記⑸の本信託へ拠出する金銭の額の上限及び⑹の当社等の取締役等に付与
する株式（ポイント）の数の上限の範囲以内で、株式市場または当社の自己株式処分を引き受ける方法を通じて
行います。取得方法の詳細については、本総会後に改めて当社にて決定し、開示いたします。
　なお、当初対象期間につきましては、本信託設定後遅滞なく、60万株（うち、当社の取締役分として30万株）
を上限として取得するものとします。
　また、当初対象期間経過後の各対象期間につきましても上述のポイントを上限とします。
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⑻ 当社等の取締役等に対する当社株式等の給付
　原則として、当社等の取締役等が退任等し、株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合には、株式給付
規程に定める受益者確定手続きを行うことにより、それまでに付与されたポイント数に応じた当社株式を給付し
ます。
　ただし、そのうち一定割合については、納税資金確保の観点から、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価
相当額の金銭を給付します。また、当社等の取締役等が死亡または海外赴任等により国内非居住者となることが
決定した等の場合には、全てを当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当額の金銭を給付します。なお、金
銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合があります。

⑼ 本信託内の当社株式に関する議決権行使
　本信託内にある当社株式（すなわち、上記⑻により当社等の取締役等に給付される前の当社株式）に係る議決
権については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、一律不行使とします。

⑽ 本信託内の当社株式に係る配当の取扱い
　本信託内の当社株式に係る配当金は、本信託が受領し、当社株式の取得資金や本信託に係る信託報酬等に充当
されます。

⑾ 信託期間終了時の取扱い
　本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締
役会決議により消却することを予定しています。また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭に
ついては、その時点で在任する当社等の取締役等に対し、各々の累積ポイントの数に応じて、按分して給付す
る、または、当社等の取締役等と利害関係のない公益法人に寄付することを予定しています。

⑿ その他の本制度の内容
　本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、本信託契約の変更及び本信託への追加拠出の都度、
取締役会において定めます。

以上
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事業報告（自2022年4月1日　至2023年3月31日）

セグメント別の業績

●パチンコ機関連事業
パチンコ機関連事業につきましては、新規10タイトル

（リユース機等を除く）を発売いたしました。主な販売タイ
トルは、ＳＡＮＫＹＯブランドの「フィーバーからくりサー
カス」（2022年８月）、「フィーバー戦姫絶唱シンフォギア３
黄金絶唱」（2022年９月）、Ｂｉｓｔｙブランドの「宇宙戦
艦ヤマト2202� -ONLY�ONE-」（2022年７月）、「ゴジラ対

エヴァンゲリオン�～Ｇ細胞覚醒～」（2022年12月）、ＪＢ
ブランドの「フィーバークィーンＲＵＳＨ」（2022年11月）
であります。
以上の結果、売上高1,225億円（前期比70.6％増）、営業

利益542億円（同124.6％増）、販売台数268千台となりま
した。

当連結会計年度におけるわが国経済は、ウィズコロ
ナの下で行動制限の緩和など、各種政策が進められ、
社会経済活動が正常化に向かい景気の持ち直しが期待
されているものの、世界的な金融引き締めに伴う海外
景気の下振れリスクや、資源価格の高騰、円安の進行
による物価上昇を背景に、先行きは不透明な状況にあ
ります。
当パチンコ・パチスロ業界では、2022年１月末を期

限とする旧規則機の撤去に伴う入替需要の反動減、及
び半導体等の電子部品不足の影響などを受け、パチン
コ機・パチスロ機の総販売台数は前年度を下回る結果
となりました。しかしながら、パチンコ機は安定した
稼働状況と購買需要で推移しており、パチスロ機は、
ゲーム性が拡充された6.5号機や、遊技メダルを必要と
しないスマートパチスロ機の登場により市場が盛り上
がりを見せております。
こうした中、当社グループでは、パチンコ機関連事

業におきましては、実績のあるシリーズ機を始め、新

Ⅰ企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過及びその成果

規タイアップ機を織り交ぜ、ファンの多様な嗜好に沿
った商品展開を行い、近年投入した商品の稼働貢献に
よるブランド力向上も追い風となって、パチンコ機の
販売台数が前期比６割増となり、２位以下を大きく引
き離してトップシェアに返り咲くことができました。
また、パチスロ機関連事業におきましては、業界最速
投入となったＳＡＮＫＹＯブランドのスマートパチス
ロ機第一弾「パチスロ�革命機ヴァルヴレイヴ」が、パー
ラーの期待に応える稼働を見せヒット機種となったこ
とから、パチスロ機の販売台数が前期比2.3倍となり、
販売シェアの向上を果たすことができました。
以上の結果、連結売上高1,572億円（前期比85.4％

増）、連結営業利益585億円（同174.1％増）、連結経
常利益593億円（同166.6％増）、親会社株主に帰属す
る当期純利益については、投資有価証券の売却による
特別利益の計上もあり468億円（同153.9％増）とな
りました。
セグメント別の業績は次のとおりであります。
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●パチスロ機関連事業
パチスロ機関連事業につきましては、ＳＡＮＫＹＯブラ

ンドの「パチスロ�アクエリオン�ALL� STARS」（2022年７
月）、スマートパチスロ機第一弾「パチスロ�革命機ヴァル
ヴレイヴ」（2022年11月）、Ｂｉｓｔｙブランドの「パチ
スロ機動戦士ガンダムユニコーン」（2023年３月）の３タ
イトルであります。
以上の結果、売上高225億円（前期比153.6％増）、営業

利益92億円（同682.6％増）、販売台数51千台となりまし
た。

●補給機器関連事業
補給機器関連事業につきましては、パーラーにおいてス

マートパチスロ機の導入に伴う設備投資が活発に行われた
ことから、売上高119億円（前期比207.9％増）、営業利益
７億円（同540.9％増）となりました。

●その他
その他につきましては、売上高１億円（前期比16.6％

減）、営業利益21百万円（同49.0％減）となりました。

ゴジラ対エヴァンゲリオン ～G細胞覚醒～ パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
©SUNRISE/VVV Committee原作／藤田和日郎「からくりサーカス」（小学館少年サンデー

コミックス刊）／©藤田和日郎・小学館／ツインエンジン 
Licensed by Sony Music Labels Inc.

©カラー　　　TM & © TOHO CO., LTD.
フィーバーからくりサーカス

©創通・サンライズ
パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン
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　当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は28億円であり、その主なものは次のとおりであります。
　当連結会計年度に完成した主要設備
　　当社治具工具（パチンコ機関連事業、パチスロ機関連事業）
　　　新機種開発用金型

２．設備投資の状況

３．対処すべき課題
パチンコ・パチスロ業界は、依然としてパーラー店

舗数及び遊技機設置台数の減少が進んでいるものの、
先行して登場しているスマートパチスロ機がファン・
パーラーに支持され、パチスロ市場が盛り上がりを見
せており、明るい兆しが見え始めております。続く
2023年４月よりスマートパチンコ機も登場し、いよ
いよスマート遊技機の普及が本格化してまいりました。
これらスマート遊技機の普及により、パーラーにおい
ては、運営上のコスト削減や出店場所、遊技機のレイ
アウトの多様化が進み、ファン人口の増加、パーラー
の新規出店、遊技機設置台数の増加が期待され、厳し
い環境が続くパチンコ・パチスロ業界の活性化の契機
になるものと考えております。
このような環境下、当社グループでは、スマート遊

技機への移行を産業の発展と当社グループのさらなる
成長の契機とするため、現行のパチンコ機・パチスロ機
とともにスマート遊技機の開発を推進し、リーディン
グカンパニーとして社会的使命を果たしてまいります。
一方、近年の販売シェア向上の礎となったブランド力
について、主力事業であるパチンコ機関連事業におい
ては、市場での人気が定着している「機動戦士ガンダ
ム」シリーズや「新世紀エヴァンゲリオン」シリーズ
などの主力タイトルを軸に、新規タイアップ機の積極
的な展開を進め、多様化するファンのニーズに応える
ことでブランド力の維持・向上を目指してまいります。
また、パチスロ機関連事業におきましても、ファン・
パーラーからの信頼と支持を積み上げ、当社グループ
の存在感とともに販売シェアを高めてまいります。

企業集団のセグメント別売上高

期　別

セグメント

第57期
（2022年３月期）

第58期
（2023年３月期）

前期比
増減率

（△は減）金　額 金　額
百万円 百万円 ％

パチンコ機関連事業 71,860 122,576 70.6
パチスロ機関連事業  8,891 22,551 153.6
補 給 機 器 関 連 事 業  3,895 11,993 207.9
そ の 他  210 175 △16.6

合　　計 84,857 157,296 85.4
(注)� 上記数値はセグメント間の内部売上高又は振替高を控除して記載しておりますので、前述のセグメントの概況に記載の前期比増減率と相違する場合があります。
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期　別
区　分

第55期
（2020年３月期）

第56期
（2021年３月期）

第57期
（2022年３月期）

第58期
（2023年３月期）

売上高 （百万円） 78,416 58,129 84,857 157,296
営業利益 （百万円） 12,551 6,587 21,357 58,532
経常利益 （百万円） 13,476 7,488 22,257 59,341
親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 13,045 5,749 18,466 46,893
１株当たり当期純利益 （円） 183.43 93.97 305.06 807.52
１株当たり配当額 （円） 150 150 100 150
（内１株当たり中間配当額） （円） 75 75 50 60
配当性向（連結） （％） 81.8 159.6 32.8 18.6
総資産額 （百万円） 325,232 292,104 309,213 365,950
純資産額 （百万円） 269,521 268,887 270,120 310,259
自己資本利益率 （％） 4.3 2.1 6.9 16.3

４．企業集団の財産及び損益の状況の推移

(注)� 1.��「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号�2020年３月31日）等を第57期の期首から適用しており、第57期以降に係る主要な経営指標等については、
当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

� 2.��第55期は、改正遊技機規則により旧規則機の撤去期限が迫る中、新規則機の普及率は改正遊技機規則の経過期間に対し、低水準にとどまりました。一方、「技術
上の規格解釈基準」の変更に伴って、多様なゲーム性を有するパチンコ機が開発可能となったほか、パチスロ機においても新たな自主規制に基づくゲーム性の基
準緩和が行われ、パーラーからの期待が高まりを見せる状況にありました。しかしながら、2020年２月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、集
客への影響が長期化する恐れが否定できず、新台購入に対するマインドの低下を招きました。当社グループでは、新規則機の普及・定着に向け、多種多様な新商
品及びリユース機を投入しましたが、パーラーにおいて旧規則機と新規則機が併存する中、新規則機への積極的な入替を促すまでには至らず、販売台数は伸び悩
みました。

� � �　なお、2020年５月に改正遊技機規則が改正・施行され、旧規則機の撤去期限は新型コロナウイルス感染症拡大による影響などに鑑み、１年間延長されること
となりました。

� 3.��第56期は、遊技機規則の改正に伴う旧規則機の設置期限が迫る中、2020年４月に発令された一度目の緊急事態宣言下において、パーラーの全国的な休業や稼働
の低下、一時的に新台入替が停滞するなど、厳しい市場環境に直面いたしました。この緊急事態宣言が解除された2020年５月下旬以降、パーラーの稼働やメー
カーの遊技機販売台数は回復の兆しを見せておりましたが、2021年に入り再び首都圏をはじめとする全国主要都市で緊急事態宣言が発令され、パーラーの稼働
や遊技機の新台販売市場は伸び悩みを見せる結果となりました。当社グループでは、コロナ禍による市場動向を見極めたうえで、販売タイトル数を絞ったことか
ら、例年に比べ販売タイトル数は減少したものの、新たなゲーム性である「遊タイム」を搭載した商品や、液晶非搭載のドラム機やドット機など、多種多様な商
品を投入し需要を喚起しました。

� 4.��第57期は、遊技機規則の改正に伴う2022年１月末を期限とする旧規則機の撤去が行われたことにより、新規則機への一定の入替需要に支えられ、パチンコ機・
パチスロ機の総販売台数は前年度を上回る結果となりましたが、新規則機への移行を機にパーラーの閉店や設置台数の減台などの動きも見られ、厳しい経営環境
となりました。一方、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、世界的な半導体等の電子部品の逼迫が続き、一部の新機種において販売スケジュール
の変更、販売台数の制限を余儀なくされました。こうした中、当社グループでは新規則機への入替需要の獲得に向け、電子部品不足の影響を最小限に抑えながら、
多種多様な商品を投入した結果、当社グループの主力タイトルであるパチンコ機がパチンコ市場を牽引する好調な稼働を見せ、当社グループのブランド力向上に
大きく貢献いたしました。

� 5.��第58期の営業成績については、前記「１．事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。
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　⑴親会社との関係
　　　該当事項はありません。

　⑵重要な子会社の状況

会　　　社　　　名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

百万円 ％

株式会社三共エクセル 250 100 合成樹脂製品、電子部品の製造販売
株式会社ビスティ 450 100 遊技機の製造販売
株式会社ジェイビー 364 100 遊技機の製造販売

６．重要な親会社及び子会社の状況

　　�遊技機（パチンコ機、パチスロ機）の製造及び販売
　　�補給機器等の設計施工及び販売

５．主要な事業内容
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会 　　　社 　　　名 名　　　　　称 所　　在　　地

㈱ＳＡＮＫＹＯ

本 社 東 京 都 渋 谷 区
三 和 工 場 群 馬 県 伊 勢 崎 市
札 幌 支 店 北 海 道 札 幌 市 豊 平 区
仙 台 支 店 宮 城 県 仙 台 市 太 白 区
北 関 東 支 店 群 馬 県 高 崎 市
東 京 支 店 東 京 都 台 東 区
横 浜 支 店 神 奈 川 県 横 浜 市 西 区
名 古 屋 支 店 愛知県名古屋市中川区
大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市 浪 速 区
広 島 支 店 広 島 県 広 島 市 中 区
福 岡 支 店 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区
（注）上記の他、営業所が14ヶ所あります。

㈱三共エクセル ― 群 馬 県 み ど り 市
㈱ビスティ ― 東 京 都 渋 谷 区
㈱ジェイビー ― 東 京 都 渋 谷 区

従業員数（名） 前期末比増減（名) 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年)

864 △42 44.5 18.7
（注）従業員数は就業人員であります。

７．企業集団の主要拠点等

８．企業集団の従業員の状況
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　⑴発行可能株式総数� 144,000,000株
　⑵発行済株式の総数� 58,063,438株�（自己株式8,275,662株を除く。）
　⑶当期末株主数� 11,043名
　⑷大株主の状況（上位10名）

株　　　主　　　名 持株数 持株比率

千株 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,447 9.38
株式会社マーフコーポレーション 5,346 9.20
光通信株式会社 4,574 7.87
毒島秀行 3,876 6.67
毒島章子 1,976 3.40
赤石典子 1,906 3.28
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,859 3.20
株式会社ＵＨ�Ｐａｒｔｎｅｒｓ�２ 1,625 2.79
BNYM�AS�AGT/CLTS�NON�TREATY�JASDEC 1,235 2.12
株式会社りそな銀行 937 1.61

（注）1.持株数は千株未満、持株比率は小数点第２位未満を切り捨てて表示しております。
　　 2.当社は、自己株式8,275,662株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

　⑸その他株式に関する重要な事項
　　①自己株式の取得

当社は、当事業年度において、以下のとおり自己株式を取得いたしました。
取得期間：2022年４月１日～2022年４月28日
取得した株式の総数：212,800株
株式の取得価額の総額：763,833,500円
(注)�2021年11月８日開催の取締役会決議（同日公表「自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ」）

に基づき取得したものであります。当該決議に基づく取得期間は2022年４月28日まで、取得株式の総
数の上限は3,500,000株、取得価額の総額の上限は10,000百万円としております。
なお、当該決議に基づき、2022年４月28日までに3,258,400株を9,999,626,600円で取得いたしました。

　　②自己株式の消却
当社は、2022年５月31日付で自己株式3,258,400株の消却を実施いたしました。

Ⅱ会社の株式に関する事項
１．株式の状況
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１．当事業年度末日における当社役員が保有する新株予約権の状況

２．当事業年度中に当社執行役員及び当社子会社役員に交付した新株予約権の状況

Ⅲ新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の名称
（発行日）

新株予約権
の数

目的となる株式の
種類及び数

行使価額
（1株あたり） 行使期間 保有者数

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2014年度新株予約権
（2014年７月22日）

546個 普通株式
54,600株 1円 2014年７月23日から

2064年７月22日まで 3名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2015年度新株予約権
（2015年７月23日）

480個 普通株式
48,000株 1円 2015年７月24日から

2065年７月23日まで 3名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2016年度新株予約権
（2016年７月21日）

558個 普通株式
55,800株 1円 2016年７月22日から

2066年７月21日まで 3名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2017年度新株予約権
（2017年７月21日）

558個 普通株式
55,800株 1円 2017年７月22日から

2067年７月21日まで 3名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2018年度新株予約権
（2018年７月20日）

438個 普通株式
43,800株 1円 2018年７月21日から

2068年７月20日まで 3名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2019年度新株予約権
（2019年７月19日）

461個 普通株式
46,100株 1円 2019年７月20日から

2069年７月19日まで 3名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2020年度新株予約権
（2020年７月17日）

700個 普通株式
70,000株 1円 2020年７月18日から

2070年７月17日まで 3名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2021年度新株予約権
（2021年７月21日）

562個 普通株式
56,200株 1円 2021年７月22日から

2071年７月21日まで 3名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2022年度新株予約権
（2022年７月21日）

562個 普通株式
56,200株 1円 2022年7月22日から

2072年7月21日まで 3名

区分 新株予約権の名称
（発行日）

新株予約権
の数

目的となる株式の
種類及び数

行使価額
（１株あたり） 行使期間 交付者数

当社
執行役員

株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2022年度新株予約権
（2022年７月21日）

272個 普通株式
27,200株 1円 2022年７月22日から

2072年７月21日まで 14名

当社
子会社役員

株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2022年度新株予約権
（2022年７月21日）

30個 普通株式
3,000株 1円 2022年７月22日から

2072年７月21日まで 6名
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地　　　位 氏　　　名 担　　　当

取 締 役 会 長 毒 島 秀 行
代表取締役社長ＣＥＯ 石 原 明 彦
代 表 取 締 役 副 社 長
執 行 役 員 Ｃ Ｏ Ｏ 富 山 一 郎 営業本部・商品本部管掌

取 締 役 木 谷 太 郎
取 締 役 山 﨑 博 行
常 勤 監 査 役 大 久 保 　 隆 　 史
監 査 役 石 山 俊 明
監 査 役 真 田 芳 郎
監 査 役 野 田 典 義

（注）1.�取締役のうち、木谷太郎、山﨑博行の両氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2.�監査役のうち、真田芳郎、野田典義の両氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3.�取締役のうち、木谷太郎、山﨑博行の両氏及び監査役のうち、真田芳郎、野田典義の両氏は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。
4.�監査役大久保隆史氏は、内部監査室長及び総務部長を歴任していることから当社グループの組織に精通しており、当社の企業活動の適正性を判断するに相当程度
の知見を有するものであります。監査役石山俊明及び野田典義の両氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものでありま
す。監査役真田芳郎氏は司法書士の資格を有しており、法律的見地から当社の企業活動の適正性を判断するに相当程度の知見を有するものであります。

5.�当社は、コーポレート・ガバナンスの強化及び意思決定の迅速性と的確性の確保を目的とし、執行役員制度を導入しております。

１．取締役及び監査役の状況（2023年３月31日現在）

Ⅳ会社役員に関する事項

２．重要な兼職の状況

区　　　　　分 氏　　　名 兼　　職　　先 兼職の内容

取 締 役 富 山 一 郎 ㈱ ジ ェ イ ビ ー 代表取締役社長
取 締 役 山 﨑 博 行 ㈱ Ｕ Ａ Ｃ Ｊ 社 外 監 査 役

当社は、定款第29条及び第38条の規定に基づき社外取締役及び監査役の全員との間で、会社法第423条第１項の
責任について、取締役又は監査役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時は、会社法第425条第１項各号
に定める額の合計額を限度として責任を負担する旨を定めた契約を締結しております。

３．責任限定契約の内容の概要
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地　　　　位 氏　　　名 役職及び担当
専務執行役員 小 倉 敏 男 商品本部長
専務執行役員 五 十 嵐 　 洋 　 子 製造本部・管理本部・事業企画部管掌
常務執行役員 高 井 克 昌 製造本部長

常務執行役員 東 郷 裕 二 営業本部長
兼�販売戦略部長

常務執行役員 髙 橋 博 史 管理本部長
兼�経営企画部長

常務執行役員 安 藤 正 登 知的財産本部長

執 行 役 員 尼 子 勝 紀 営業本部副本部長
兼�パーラー事業部管掌

執 行 役 員 長 谷 川 　 浩 　 二 商品本部副本部長
兼�商品企画部長

執 行 役 員 髙 林 慎 悟 商品本部副本部長
兼�PS開発部長

執 行 役 員 周 藤 圭 二 製造本部副本部長
兼�三和工場長�兼�業務部長

執 行 役 員 井 上 　 卓 管理本部副本部長
兼�経理部長

執 行 役 員 赤 石 昌 大 管理本部副本部長
兼�総務部長

執 行 役 員 堤 　 順 一 商品本部�商品部長
執 行 役 員 依 田 英 之 商品本部�業務部長

(注)��1.2023年３月31日付で五十嵐洋子氏は執行役員を退任いたしました。
また、第58回定時株主総会及びその後の監査役会の決議を経て常勤監査役に就任予定であり、2023年４月１日から2023年６月29日までは顧問となります。

５．取締役を兼務しない執行役員（2023年３月31日現在）

当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該
保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補さ
れることとなります。
なお、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲は当社取締役及び監査役並びに執行役員、管理職従業員であ

り、すべての被保険者は保険料を負担しておりません。
また、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であること

を認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。

４．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
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　⑴取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社取締役会は以下の「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」（以下、決定方針）を決議しており

ます（2021年２月８日決議、2022年６月６日改定決議）。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的・安定的向上を図ることを目的とした取締役の職務執行に対する対

価であり、個々の取締役の報酬の決定に際しては、職務内容、業績、貢献度等を踏まえた水準とすることを基本
方針としております。取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び賞与としての業績連動報酬並びに株式報
酬型ストック・オプションにより構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこと
としております。
①�基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、毎月末に定期同額給与を支給する固定報酬としております。取締役の基本報酬は、

取締役会において、代表取締役が原案を提示し、それに対し全取締役が、職務内容、業績、貢献度等様々な要素
を勘案して決定しております。
②�業績連動報酬等並びに非金銭報酬等
業績連動報酬は、７月の賞与支給日に支給することとし、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲

内で、取締役会において、前期の連結営業利益の達成度合いを基本に、当期の経営環境等も勘案して、標準額に
対して0％から150％の範囲で決定するものとしております。なお、執行役員の賞与についても、取締役と同様
の方法で、業績連動を図るものとしております。
非金銭報酬は、株式報酬型ストック・オプションとしております。当社取締役が株価上昇によるメリットのみ

ならず株価下落によるリスクまでも株主の皆さまと共有することで、当社の中長期的な業績向上と企業価値向上
に対する貢献意欲や士気を高め、より一層株主の皆さまの利益を重視した業務展開を図ることを目的としてお
り、毎年一定の時期に支給することとしております。取締役の株式報酬型ストック・オプションは、取締役会に
おいて、各取締役の役位に基づき算定した原案を全取締役が協議して決定しております。

６．取締役及び監査役の報酬等の額

　　 2.2023年４月１日付で執行役員の異動がありました。
氏　名 新役職及び担当 旧役職及び担当

毒 島 　 壮
（新任）

執行役員
情報システム本部長

管理本部
情報システム部長

羽 地 　 隆
（新任）

執行役員
商品本部�購買部長 商品本部�購買部長
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上記、取締役の①基本報酬及び②業績連動報酬等並びに非金銭報酬等（株式報酬型ストック・オプション）の
支給割合については、業績連動報酬が標準額の支給となる場合、基本報酬と業績連動報酬の割合は、60：40と
しております。株式報酬型ストック・オプションの支給割合については、基本報酬と業績連動報酬を主としつつ、
適切なインセンティブとなるような割合とする方針としております。

　⑵取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2006年６月29日開催の第41回定時株主総会において年額800百万円以内と決議して

おります（同定時株主総会終結時の取締役の員数は11名。）。2014年６月27日開催の第49回定時株主総会にお
いて、上記に記載の取締役の報酬限度額とは別枠にて、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に
関する報酬等の額を年額200百万円以内と決議しております（同定時株主総会終結時の取締役の員数は４名。）。
監査役の報酬限度額は、2006年６月29日開催の第41回定時株主総会において年額50百万円以内と決議して

おります（同定時株主総会終結時の監査役の員数は４名。）。なお、監査役の報酬は、独立性・客観性の観点から
固定報酬のみで構成されており、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。

　⑶当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内に

おいて、規程に基づき作成した原案を複数名かつ取締役会の３分の１以上を占める独立社外取締役が出席する取
締役会において協議し決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しており
ます。

　⑷取締役及び監査役の報酬等の額

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員の員数
（名）基本報酬 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

579
（7）

390
（7）

188
（―）

5
（2）

監査役
（うち社外監査役）

18
（3）

18
（3） ― 4

（2）
（注）1.非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額であります。
　　 2.株式報酬型ストック・オプションの内容及びその交付状況は「Ⅲ新株予約権等に関する事項」に記載のとおりであります。
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　⑴重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
　　�　社外取締役山﨑博行氏の兼職先である株式会社ＵＡＣＪと当社との間には、特別な関係はありません。
　⑵当事業年度における主な活動状況

氏　　名 取締役会及び監査役会
への出席状況 主な活動状況

取締役
木 谷 太 郎

取締役会　15回中14回
弁護士としての豊富な経験と高い専門性を活かして、客観的かつ公
正な発言を行っており、コーポレート・ガバナンスに貢献してい
る。

取締役
山 﨑 博 行

取締役会　15回中15回
会計の専門家としての見識と公正性・透明性の視点をもって、経
営全般に対する助言や提言を行っており、業務執行に対する監督
などの役割を適切に果たしている。

監査役
真 田 芳 郎

取締役会　15回中15回
監査役会　�５�回中�５�回

主に法律の専門家としての豊富な経験と深い見識に基づき適宜提
言している。

監査役
野 田 典 義

取締役会　15回中15回
監査役会　�５�回中�５�回

税理士として企業会計に精通した豊富な経験と深い見識に基づき
適宜提言している。

７．社外役員に関する事項

事業報告

090_0229201102306.indd   34090_0229201102306.indd   34 2023/05/26   13:59:382023/05/26   13:59:38

34

010_0229201102306.indd   34010_0229201102306.indd   34 2023/05/26   14:36:452023/05/26   14:36:45



１．会計監査人の氏名又は名称
EY新日本有限責任監査法人

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 65百万円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 67百万円

（注）1.�当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商
品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質
的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
にはこれらの合計額を記載しております。

　 　2.�当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な
資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査の実施状況、監査
計画及び報酬見積もりの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査
人の報酬等につき会社法第399条第１項の同意を行っております。

３．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある

場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会
に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案
の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第

１項各号に定める事由に該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いた
します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解
任後最初に招集される株主総会において、会計監査人
を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。

Ⅴ会計監査人の状況
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１．  業務の適正を確保するための体制等の整備
についての決議内容の概要

　当社取締役会は以下の「内部統制システムの構築・
運用に関する基本方針」を決議しております（2006年
５月２日初回決議、2015年５月22日改定決議）。
⑴　�取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款

に適合することを確保するための体制
　当社グループは、当社の取締役、執行役員並びに
主要役職者で構成する「経営会議」において企業倫
理やコンプライアンス全般について統括し、方針・
施策の立案を行うものとします。また、当社は複数
の独立役員を選任することで、経営の透明性の向上
と客観性の確保を図ります。
　当社内部監査室（以下、内部監査室）による定期
的な内部監査の実施により、当社グループの法令・
社内規程の遵守状況を監査します。内部監査室は、
監査結果について当社の社長に報告を行い、問題が
発見された場合は直ちにコンプライアンス施策の立
案あるいは改善支援を行うものとします。加えて、
標語化した業務執行の心得を当社グループの全役
員・従業員に配布し、コンプライアンスの重要性及
び日常における具体的な行動基準の浸透を図るとと
もに、必要に応じて外部教育機関の研修等を通じて
指導・補完を実施します。
　当社グループは、反社会的勢力及び団体に毅然と
対応し、警察等関係機関と緊密な連携をとり、反社
会的行為に関わらないよう、社会常識と正義感を持
ち、常に良識ある行動に努めます。

Ⅵ会社の体制及び方針
⑵　�取締役及び使用人の職務執行に係る情報の保存

及び管理に関する体制
　当社は、法令・社内規程に基づき、職務執行に関
する情報の管理及び文書等の保存・管理を行うもの
とします。なお、情報の保存・管理状況につきまし
ては、内部監査室による内部監査等により監視・指
導を継続するものとします。また、保存された情報
につきましては、適時開示に関する情報取扱責任者
と連携を取り、必要に応じ速やかに情報開示を行う
ものとします。

⑶　�損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、「経営会議」が事業運営上のリスク全般に
ついて統括し、重大な危機発生時の具体的な対応や
リスク管理体制についての方針を決定するものとし
ます。また、内部監査室は当社グループに潜在する
リスクの抽出とリスク軽減対策の検討を行い、必要
に応じて社内規程の改正等により対応の定着化を図
るものとします。なお、通常業務におけるリスク管
理については、当社グループの各部門が社内規程に
基づきそれぞれ管理を行い、その遵守状況について
は内部監査室の内部監査を通じて監視・統括するも
のとします。

⑷　�取締役の職務の執行が効率的に行われているこ
とを確保するための体制

　当社及び当社グループ各社は、経営上の重要な意
思決定や取締役の業務執行に関する監督を行うため
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定時取締役会に加え、迅速な意思決定のために必要
に応じて臨時取締役会を開催するものとします。
　当社は執行役員制度を導入し、取締役会の経営意
思決定機能及び監督機能の強化を図ります。また、
取締役会決議事項の事前の詳細審議や経営戦略事項
等について迅速かつ的確に意思決定を行うため、「経
営会議」を毎月定期的に開催するものとします。さ
らに、当社グループの機動的な業務推進を行うため、
新商品の開発に関して協議する「商品会議」や販売
方針を決定する「販売戦略会議」等、目的別に複数
の会議体を設置し、職務分掌に基づいた取締役の職
務執行に関する責務・役割を明確にするものとしま
す。

⑸　�当社企業集団が業務の適正を確保するための体制
　当社グループ各社は、当社経理部に対し毎月定期
的に経営状況等を報告するものとします。グループ
各社における業務の公正性・効率性並びにコンプラ
イアンス遵守状況等については、内部監査室の内部
監査を通じて監視する体制とします。加えてコンプ
ライアンスの周知徹底については、業務執行の心得
の配布・掲示を通じて日常的な指導はもとより、必
要に応じて当社の研修に参加できる体制とします。
なお、グループ各社の経営については、自主性を尊
重しつつ、重要案件については当社の「経営会議」
で報告を受け、事前に協議を行うものとします。

⑹　�財務報告の信頼性を確保するための体制
　当社及び当社グループ主要各社は、金融商品取引
法に定める財務計算に関する書類その他の情報の適
正性を確保するため「内部統制基本方針書」を制定し、
同方針書に基づき、財務報告に係る内部統制を全社
的なレベル及び業務プロセスのレベルにおいて実施
する体制を整備し、運用するものとします。

⑺　�監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこと
を求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査役の職務を補助する目的のもと監査役会事務
局を設置し、必要に応じて専任又は他部署との兼務
にて使用人をスタッフとして配置できることとし、
その人事については、取締役と監査役で事前に協議
した上で決定するものとします。

⑻　�監査役の職務を補助する使用人の取締役からの
独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の
確保に関する事項

　監査役会事務局に専任スタッフを設置する場合に
は、当該スタッフは監査役の指揮命令下に置くもの
とします。加えて、当該スタッフが他の業務を兼務
すること、及びその人事考課、人事異動に関しては、
監査役の同意を得た上で決定するものとします。

事業報告

090_0229201102306.indd   37090_0229201102306.indd   37 2023/05/26   13:59:382023/05/26   13:59:38

37

010_0229201102306.indd   37010_0229201102306.indd   37 2023/05/26   14:36:462023/05/26   14:36:46



⑼　�取締役及び使用人等が監査役に報告するための
体制及びその他監査役への報告に関する体制、
並びに報告したことを理由として不利な取り扱
いを受けないことを確保するための体制

　監査役会は、必要に応じて当社グループの取締役
及び使用人等に報告・説明を求め、取締役の職務執
行状況やコンプライアンス遵守状況を十分に監視で
きる体制とします。
　また、監査役は重要な意思決定の過程及び業務の
執行状況を把握するため、当社の取締役会等の重要
会議に出席し当社グループの重要な情報について報
告を受けるとともに、主要な稟議書その他業務執行
に関する文書を閲覧し、取締役等に報告・説明を求
めることができるものとします。
　当社グループの取締役及び使用人等は、法令等に
従い、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのあ
る事実を発見した場合には、担当部署等もしくは当
社の監査役へ報告するものとします。
　なお、監査役へ報告を行った当社グループの取締
役及び使用人等に対し、当該報告をしたことを理由
として不利な取り扱いを一切行わないものとし、そ
の徹底を図ります。

⑽　�監査役の職務の執行について生ずる費用の前払
い又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関
する事項

　監査役の職務執行に関して生じる費用については、

当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の
執行に必要でないことを証明した場合を除き、会社
が負担します。また、監査役が当該費用の前払いを
求める場合にはこれに応じます。

⑾　�その他監査役の監査が実効的に行われているこ
とを確保するための体制

　内部監査室は定期的に監査役会に対して内部監査
の実施状況について報告し、意見交換を行うものと
します。
　また、監査役は必要に応じて弁護士その他の専門
家に対し、監査業務に関する助言等を求めることが
できるものとします。

２． 業務の適正を確保するための体制の運用状
況の概要

　当事業年度における業務の適正を確保するための体
制の運用状況は下記のとおりであります。
⑴　コンプライアンス、リスク管理体制
　当社は、毎月開催している「経営会議」において、
コンプライアンスに関する課題、各部門から報告さ
れたリスク情報に関する対策などについて、迅速か
つ的確な意思決定及び執行指示を行っております。
　コンプライアンス体制の基礎として、独自に作成
した業務執行の心得を標語化し、当社グループの全
役員・従業員に周知徹底させております。具体的に
は、文書の配付、社内への掲示、社内イントラネッ
ト上での公開を行うとともに、各部門の実状に即し

事業報告
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た運用により、日常における行動基準として浸透を
図っております。また、新入社員・中途採用社員及
び新任管理職等の階層に応じた研修を適宜開催し、
コンプライアンス意識の維持・向上を図っているほ
か、経営企画部法務課が時宜に沿ったテーマを取り
纏めた資料を作成し、関連部署に共有することでコ
ンプライアンスの重要性を啓蒙しております。
　このほか、反社会的行為に関わらないよう、取引
先との契約書等に反社会的勢力の排除に関する項目
を盛り込むとともに、公益社団法人警視庁管内特殊
暴力防止対策連合会へ加入し、研修等への参加によ
り得た情報を社内で共有化しております。

⑵　取締役の職務執行
　取締役会は社外取締役２名を含む５名で構成され、
当事業年度におきましては15回開催し、経営上の重
要な意思決定や取締役の職務執行に関する監督を適
切に行っております。また、取締役会の議案や報告
事項について十分に検討できるよう、事務局が事前
に各取締役へ資料を配布し審議事項の説明を行って
おります。

⑶　監査役の職務執行
　監査役会は社外監査役２名を含む４名で構成され、
当事業年度におきましては５回開催し、取締役及び
使用人の職務の執行状況を監査しております。また、
監査役会は監査役全員の取締役会への出席を原則と
するとともに、会計監査人及び内部監査室と意見交

換・情報共有を行っております。
　このほか、監査役は社長との様々なコミュニケー
ションを通じて、事業環境及び経営上の課題などを
把握し、監査の実効性を高めております。

⑷　内部監査の実施
　内部監査室は法令及び規程等の遵守、業務プロセ
スの適正性の確保に重点を置いた内部監査計画書を
期初に策定し、当社及び当社グループ各社を対象に
同計画書に基づいた監査を実施しております。往査
やオフサイト監査を通じて、潜在するリスクの抽出
を行うとともに、被監査部門に問題があれば改善を
促し、その結果及び改善状況を定期的に社長及び監
査役会に報告しております。

３．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社では、株主の皆さまへの利益の還元を経営上の
最重要課題のひとつとして位置付けており、配当金に
つきましては、業績、財政状態、配当性向などを総合
的に勘案した上で、安定的かつ継続的な配当を行うこ
とを基本方針としております。
　当期の配当につきましては１株につき150円（うち
中間配当60円、連結の配当性向は18.6％）を予定して
おります。
　今後の利益配分及び内部留保の活用方法につきまし
ては、安定配当を基本としつつ、成長のための事業投
資、自己株式取得による機動的な株主還元などに適正
な配分となるよう有効活用してまいります。

事業報告

090_0229201102306.indd   39090_0229201102306.indd   39 2023/05/26   13:59:382023/05/26   13:59:38

39

010_0229201102306.indd   39010_0229201102306.indd   39 2023/05/26   14:36:462023/05/26   14:36:46



連結貸借対照表（2023年３月31日現在）

（単位：百万円）

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部
科　　　　　　　目 金　　　額 科　　　　　　　目 金　　　額

流動資産 321,797
現金及び預金 92,610
受取手形 15,905
売掛金 12,200
有価証券 174,999
商品及び製品 3,760
仕掛品 801
原材料及び貯蔵品 10,029
有償支給未収入金 9,802
その他 1,704
貸倒引当金 △17

固定資産 44,153
有形固定資産 26,663
建物及び構築物 5,355
機械装置及び運搬具 550
工具、器具及び備品 3,062
土地 17,477
建設仮勘定 217

無形固定資産 178
ソフトウエア 141
その他 37
投資その他の資産 17,311
投資有価証券 11,436
長期貸付金 55
繰延税金資産 5,099
その他 748
貸倒引当金 △29

流動負債 47,180

支払手形及び買掛金 14,301

未払法人税等 19,578

契約負債 15

賞与引当金 781

株主優待引当金 151

その他 12,351

固定負債 8,510

退職給付に係る負債 4,967

資産除去債務 75

その他 3,467

負債合計 55,691

純　資　産　の　部
株主資本 302,658

資本金 14,840

資本剰余金 23,750

利益剰余金 293,670

自己株式 △29,602

その他の包括利益累計額 5,761

その他有価証券評価差額金 5,791

退職給付に係る調整累計額 △30

新株予約権 1,839

純資産合計 310,259

資産合計 365,950 負債純資産合計 365,950

連結計算書類
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連結損益計算書（自2022年４月１日　至2023年３月31日）

（単位：百万円）

科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　額

売上高 157,296

売上原価 66,380

売上総利益 90,916

販売費及び一般管理費 32,383

営業利益 58,532

営業外収益 811

営業外費用 1

経常利益 59,341

特別利益

固定資産売却益 75

投資有価証券売却益 7,004 7,079

特別損失

固定資産売却損 22

固定資産廃棄損 117

減損損失 22 162

税金等調整前当期純利益 66,259

法人税、住民税及び事業税 20,388

法人税等調整額 △1,023 19,365

当期純利益 46,893

親会社株主に帰属する当期純利益 46,893

連結計算書類
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連結株主資本等変動計算書（自2022年４月１日　至2023年３月31日）

株主資本
資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 14,840 23,750 264,842 △40,558 262,874
当期変動額
剰余金の配当 △6,396 △6,396
親会社株主に帰属する
当期純利益 46,893 46,893

自己株式の取得 △766 △766
自己株式の処分 △17 71 54
自己株式の消却 △11,652 11,652 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 28,828 10,956 39,784
当期末残高 14,840 23,750 293,670 △29,602 302,658

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 5,646 △1 5,645 1,600 270,120
当期変動額
剰余金の配当 △6,396
親会社株主に帰属する
当期純利益 46,893

自己株式の取得 △766
自己株式の処分 54
自己株式の消却 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 145 △29 115 238 354

当期変動額合計 145 △29 115 238 40,139
当期末残高 5,791 △30 5,761 1,839 310,259

（単位：百万円）

連結計算書類
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貸借対照表（2023年３月31日現在）

（単位：百万円）（単位：百万円）

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部
科　　　　　　　目 金　　　額 科　　　　　　　目 金　　　額

流動資産 291,937
現金及び預金 71,540
受取手形 7,986
売掛金 13,595
有価証券 174,999
商品及び製品 3,766
仕掛品 801
原材料及び貯蔵品 6,305
前渡金 27
前払費用 1,168
有償支給未収入金 11,301
その他 467
貸倒引当金 △23

固定資産 43,548
有形固定資産 24,899
建物 4,507
構築物 58
機械及び装置 421
運搬具 10
工具、器具及び備品 3,079
土地 16,604
建設仮勘定 217

無形固定資産 159
ソフトウエア 125
電話加入権 33
投資その他の資産 18,489
投資有価証券 11,244
関係会社株式 2,972
出資金 6
長期貸付金 55
破産更生債権等 28
長期前払費用 44
繰延税金資産 3,486
その他 679
貸倒引当金 △29

流動負債 39,156
買掛金 15,503
未払金 7,035
未払費用 245
未払法人税等 15,000
契約負債 15
前受金 1
預り金 297
前受収益 111
賞与引当金 713
株主優待引当金 151
その他 80

固定負債 8,072
退職給付引当金 4,627
資産除去債務 75
長期預り保証金 1,111
その他 2,258

負債合計 47,229
純　資　産　の　部

株主資本 280,626
資本金 14,840
資本剰余金 23,750
資本準備金 23,750

利益剰余金 271,638
利益準備金 2,555
その他利益剰余金 269,082
別途積立金 201,501
繰越利益剰余金 67,581

自己株式 △29,602
評価・換算差額等 5,791
その他有価証券評価差額金 5,791

新株予約権 1,839
純資産合計 288,257

資産合計 335,486 負債純資産合計 335,486

計算書類
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損益計算書（自2022年４月１日　至2023年３月31日）

（単位：百万円）

科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　額

売上高 134,284

売上原価 68,410

売上総利益 65,873

販売費及び一般管理費 22,908

営業利益 42,964

営業外収益

受取配当金 5,027

その他 285 5,312

営業外費用 1

経常利益 48,275

特別利益

固定資産売却益 73

投資有価証券売却益 7,004 7,077

特別損失

固定資産売却損 22

固定資産廃棄損 77

減損損失 22 122

税引前当期純利益 55,230

法人税、住民税及び事業税 15,471

法人税等調整額 △826 14,645

当期純利益 40,585

計算書類
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株主資本等変動計算書（自2022年４月１日　至2023年３月31日）

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資　本
準備金

資　　　本
剰余金合計

利　益
準備金

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計別途積立金 繰　　　越

利益剰余金
当期首残高 14,840 23,750 23,750 2,555 201,501 45,061 249,118
当期変動額
剰余金の配当 △6,396 △6,396
当期純利益 40,585 40,585
自己株式の取得
自己株式の処分 △17 △17
自己株式の消却 △11,652 △11,652
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 22,519 22,519
当期末残高 14,840 23,750 23,750 2,555 201,501 67,581 271,638

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計自己株式 株主資本合計その他有価証券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △40,558 247,149 5,646 5,646 1,600 254,397
当期変動額
剰余金の配当 △6,396 △6,396
当期純利益 40,585 40,585
自己株式の取得 △766 △766 △766
自己株式の処分 71 54 54
自己株式の消却 11,652 ― ―
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 145 145 238 383

当期変動額合計 10,956 33,476 145 145 238 33,860
当期末残高 △29,602 280,626 5,791 5,791 1,839 288,257

計算書類
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2023年５月18日

株式会社　ＳＡＮＫＹＯ
（登記社名　株式会社三共）
　取　締　役　会　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員	 公認会計士　池	内	基	明　　業務執行社員
指定有限責任社員	 公認会計士　鈴	⽊	達	也　　業務執行社員

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＳＡＮＫＹＯの2022年４月１日から2023年３月31日

までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社ＳＡＮＫＹＯ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査報告書
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連
結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ
ードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　　上
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独立監査人の監査報告書
2023年５月18日

株式会社　ＳＡＮＫＹＯ
（登記社名　株式会社三共）
　取　締　役　会　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員	 公認会計士　池	内	基	明　　業務執行社員
指定有限責任社員	 公認会計士　鈴	⽊	達	也　　業務執行社員

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＳＡＮＫＹＯの2022年４月１日から2023年３

月31日までの第58期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当

該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載

内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

監査報告書
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する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類
等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ
ードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監査役会の監査報告書

監　査　報　告　書
2023年５月18日

株式会社　ＳＡＮＫＹＯ
（登記社名　株式会社三共）
代表取締役　石	原	明	彦　殿社　　　長

株式会社　ＳＡＮＫＹＯ　監査役会
（登記社名　株式会社三共）
常勤監査役　大久保隆史　㊞
監　査　役　石	山	俊	明　㊞
監　査　役　真	田	芳	郎　㊞
監　査　役　野	田	典	義　㊞

当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第58期事業年度の取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のと
おり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の
整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①	取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び
監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②	事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な
ものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議
の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び
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使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明いたしました。

③	会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会
計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたし
ました。

２．監査の結果
（１）	事業報告等の監査結果
①	事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

②	取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③	内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は
認められません。

（２）	計算書類及びその附属明細書の監査結果
	 会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（３）	連結計算書類の監査結果
	 会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以　　上

（注）	　監査役真田芳郎及び監査役野田典義は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外
監査役であります。

以　　上

監査報告書
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住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主さまの口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主さまは、特別口座の口座管理機関である三井
住友信託銀行株式会社にお申出ください。
未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

株　　主　　メ　　モ

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年6月
基 準 日 定時株主総会　3月31日

期 末 配 当　3月31日
中 間 配 当　9月30日
その他必要があるときはあらかじめ公告して定めた日

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

　（郵 便 物 送 付 先） 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（電 話 照 会 先） 電話　0120-782-031（フリーダイヤル）
　（ホームページURL） https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/
単 元 株 式 数 100株
公 告 方 法  電子公告の方法により行います。

公告掲載URL　https://www.sankyo-fever.co.jp/koukoku.html
 なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない
場合は、日本経済新聞に掲載して行うものとします。

上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所　プライム市場
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■　交通機関のご案内

JR「恵比寿駅」東口改札（３階）
より徒歩約10分

東京メトロ日比谷線「恵比寿
駅」JR恵比寿駅方面改札
より徒歩約13分

駒沢通り

Ｊ
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３
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）
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下
１
階
プ
ロ
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ナ
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ド

地
下
１
階
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド

SANKYO

恵比寿
ガーデンプレイス
タワー

恵比寿
ガーデンプレイス
タワー

厚生中央病院

ザ・ガーデンホール

恵比寿
ガーデンテラス
壱番館

渋谷橋

動く歩道（恵比寿スカイウォーク）をご利用ください。

株主総会会場
ウェスティンホテル東京

動く歩道（恵比寿スカイウォーク）
の終点右手、インフォメーション奥
のエスカレータで地下にお降りく
ださい。

地下１階入口よりお入りい
ただき左手エスカレータで
地下2階へお降りください。

インフォメーション

東京メトロ日比谷線
恵比寿駅

１番出口

ウェスティンホテル東京
地下２階　スタールーム
東京都目黒区三田一丁目４番１号
（恵比寿ガーデンプレイス内）
TEL.（03）5423-7000

株主総会会場
ご 案 内 図

本　　社：東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号�
TEL.（03）5778ｰ7777（代表）
https://www.sankyo-fever.co.jp/

雨 天 の 場 合、 恵 比 寿 ス カ イ ウ ォ ー ク
（　　　　）及び恵比寿ガーデンプレイス地下
１階プロムナード（　　　　）を経由していた
だきますと、傘などを使用せずにご来場いた
だけます。
※�JR「恵比寿駅」西口改札（１階）からは東口
改札へお回りいただくか、恵比寿スカイウ
ォーク側の公道をご利用ください。

※�上記JR「恵比寿駅」東口改札（３階）へお回
りいただくか、恵比寿スカイウォーク側の
公道をご利用ください。

※�お車でのご来場は、当日、道路渋滞の可能
性がありますので、なるべくご遠慮願いま
す。

※�受付開始は午前９時を予定しております。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

お土産の配布はございません。
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